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山 村 振 興 法 の 改 正 ・ 延 長
ー ー大幅な内容の充実・強化が実現

令和７年３月３１日に期限が到来する山村振興法の改正・延長の実現に向けて、全国

山村振興連盟は要望活動等を行ってきたが 「山村振興法の一部を改正する法律案」が、

国会において３月３１日に可決、成立し、３月３１日に公布された。

Ⅰ 山村振興法改正の概要

一 総論的事項の改正

１ 目的

・ 山村の役割として「農林水産物の供給 「生物多様性の確保 「地球温暖化の防止」」 」

を明記

・ 振興の目的として「山村の自立的かつ持続的な発展 「地域の特性を生かした産業」

の成長発展等」を明記

・ 移住・定住・二地域居住・地域間交流のそれぞれの促進を明確化

２ 基本理念

・ 「農林水産業の生産活動及び農業者等の地域住民による共同活動」の継続を明記

・ 山村における「持続可能な地域社会の維持及び形成」を明記

３ 山村振興の目標

・ 「日常的な移動のための交通手段の確保 「デジタル社会の形成の促進 「農林水」 」

産業の生産性の向上 「防災体制の強化 「児童の福祉 「子育て環境の確保 「住民」 」 」 」

の生活の安定」を明記

・ 「移住・定住・二地域居住・地域間交流の促進、地域社会の担い手の育成等」の目

標を新設

４ 国・地方公共団体の責務

・ 国： 施策を総合的に策定及び実施」する責務と「税制上の措置」への配慮を追加「

・ 都道府県： 市町村相互間の広域的な連携の確保 「情報提供等の援助」の努力を「 」

追加

二 山村振興基本方針の改正

防災基本計画、国土強靱化基本計画、水循環基本計画との調和を追加

三 配慮規定の充実

１ 交通通信関係

・ 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保等、情報の流通の円滑化等

２ 産業振興関係
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・ 農林水産業その他の産業の振興、森林の整備及び保全の推進等、就業の促進

３ 災害防除等関係

・ 防災に関する施策の推進、感染症が発生した場合等における住民の生活の安定等

４ 住民福祉の安定・向上関係

・ 医療の確保、障害福祉サービス等の確保等、児童福祉施設の整備等、保健医療サー

ビス等を受けるための住民負担の軽減

・ 地域文化の振興等、鳥獣被害の防止等、教育環境の整備

５ 移住・定住・二地域居住の促進等関係

・ 移住等の促進に資する生活環境の整備、移住又は二地域居住をしようとする者の来

訪及び滞在の促進、都市等と山村の交流の促進等、地域社会の担い手となる人材の

育成等

６ その他

・ 自然環境の保全及び再生（自然景観の保全を含む 、規制の見直し。）

四 法期限の延長

法期限を１０年間延長（令和１６年度末まで）

・施行期日：令和７年４月１日。ただし、第二の四は公布の日

Ⅱ 山村振興法改正までの経過

１．全国山村振興連盟

(１）山村振興法改正問題に関する検討会

、副会長を構成員とする山村振興法改正問題に関する検討会を令和５年７月に設置し

検討を行った。(令和５年７月、１０月、令和６年２月、７月、１０月、令和７年２月

と６回開催した。)

(２）アンケート調査

検討の一環として、山村振興の実務に携わっている地方公共団体に対し、山村の課

題、重点的に講じていくべき施策等についてアンケート調査を令和５年９月に実施し

た。

調査結果は、令和６年2月の理事会に報告をするとともに、自民党山村振興特別委員

会において説明した。

(３)山村振興法改正の方向と論点

山村振興法改正問題に関する検討会において取りまとめた「山村振興法改正に関す

る論点整理(案)」を７月の理事会で説明し、１０月の理事会において「山村振興法改

正の方向と論点」とした。

(４)山村振興法改正に関する意見交換会

７月３日の理事会終了後、山村振興法改正に関する意見交換会を２時間開催した。

①小田切徳美明治大学教授の講演と質疑(小野文明全国町村会経済農林部長同席)、

②出席役員(１９人)、関係省庁(８人)による意見交換を行った。
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(５)特別要望

「山村振興法の改正に関する特別要望書」により関係国会議員及び関係省庁に要望を

。 、 、 、 ）行った (令和５年７月 １０月及び１１月並びに 令和６年７月 １０月及び１１月

(６)総決起大会

１１月２１日に山村振興法改正・延長実現総決起大会を開催し 「山村振興法改正、

の方向と論点」を説明し、山村振興法改正・延長に関する特別決議を行った。

(７）自由民主党山村振興特別委員会への要望

① １１月２１日に開催された自由民主党山村振興特別委員会において 「山村振興法、

改正に関する特別要望書 「山村振興法改正方向と論点」等により要望を行った。」、

② １２月１３日に開催された自由民主党山村振興特別委員会において「山村振興法

改正の基本的方向（案 」が了承された。）

③ １２月１９日に開催された自由民主党山村振興特別委員会において「山村振興法

改正大綱（案 」が了承された。）

④ １月２６日に長野木曽町において自由民主党山村振興特別委員会による現地調査

が行われ、進藤理事及び實重事務局長が参加した。

⑤ ２月２０日に開催された山村振興特別委員会において、山村振興法改正について

要望を行った。

（８）山村振興に関する超党派会議への要望

２月６日に開催され「山村振興法に関する超党派会議」において、金子会長等が出

席し 「山村振興法改正に関する特別要望書」等により要望を行った。、

超党派会議は２月２１日にも開催され、金子会長等が出席した。

２．国土審議会

令和６年１１月１８日に国土審議会の永野 毅 会長から江藤 拓 農林水産大臣に

対し、山村振興法第２２条第２項の規定により 「山村の無限の可能性や魅力と併、

せて山村のあるべき姿についての共通の認識と理解を促しつつ、山村振興施策を今後

も引き続き強力に推進することが必要である」旨の意見具申がなされた。

３．国会における審議経過

○ 令和７年３月１８日（火）

「衆議院農林水産委員会」

「山村振興法の一部を改正する法律案」を委員長提案で全会一致により可決。

○ 令和７年３月２１日（金）

「衆議院本会議」

「山村振興法の一部を改正する法律案」を全会一致により可決。

○ 令和７年３月２７日（木）

参議院農林水産委員会

「山村振興法の一部を改正する法律案」を全会一致により可決。
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○ 令和７年３月３１日

「参議院本会議」

「山村振興法の一部を改正する法律案」を可決、成立。

○ 令和７年３月３１日

「山村振興法の一部を改正する法律」を公布。４月１日から施行。

Ⅲ 改正後の山村振興法（アンダーラインは、今回追加された部分）

山村振興法(昭和四十年法律第六十四号）

（目的）

第一条 この法律は、農林水産物の供給、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確
かん

保その他の自然環境の保全、地球温暖化の防止、良好な景観の形成、文化の伝承等に

重要な役割を担っている山村の産業基盤及び生活環境の整備等の状況に鑑み、山村の

、 、 、振興に関し 基本理念を定め その目標及び国等の責務を明らか端的にするとともに

山村振興に関する計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し必要な措置を

講ずることにより、山村の自立的かつ持続的な発展を促進し、山村における地域の特

性を生かした産業の成長発展等による経済力の培養と住民の福祉の向上並びに地域間

の交流の促進等による山村への移住、山村における定住等及び地域間交流の促進並び

に山村における人口の著しい減少の防止を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の

発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「山村」とは、林野面積の占める比率が高く、交通条件及び

経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較

して十分に行われていない山間地その他の地域で政令で定める要件に該当するものを

いう。

（基本理念）

、 、 、 、第二条の二 山村の振興は 山村の有する農林水産物の供給 国土の保全 水源の涵養
かん

、 、 、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全 地球温暖化の防止 良好な景観の形成

文化の伝承、農林水産物の供給等の多面にわたる機能（以下「山村の有する多面的機

能」という ）が十分に発揮され、国民が将来にわたってそれらの恵沢を享受するこ。

とができるよう、山村における農林水産業の生産活動及び農業者その他の地域住民よ

る山村の有する多面的機能の発揮に資する共同活動の継続を図るとともに、森林等の

保全を図ることを旨として、行われなければならない。

２ 山村の振興は、山村における持続可能な地域社会の維持及び振興が図られるよう、

山村における産業基盤及び生活環境の整備等を図るとともに、地域の特性を生かした

産業の育成による就業の機会の創出、住民の福祉の向上等を通じた魅力ある地域社会

の形成並びに山村への移住並びに山村における定住及び特定居住(伝統的地域活性化の

ための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号）第二条第一号ハに規定する
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特定居住をいう。以下同じ ）並びに地域間交流の促進を図ることを旨として、行わ。

れなければならない。

（山村振興の目標）

第三条 山村の振興は、前条の基本理念（次条及び第五条第一項において単に「基本理

念という。)にのっとり、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。

一 道路その他の交通施設の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保を

図ることにより、山村とその他の地域及び山村内の交通の機能を確保し及び向上さ

せること。

一の二 通信施設整備等を図ることにより、山村におけるデジタル社会（デジタル社

会形成基本法(令和三年法律第三十五号）第二条に規定するデジタル社会をいう。以

下同じ。)の形成を促進すること。

二 農道、林道、牧道等の整備、電力施設の整備等を図ることにより、土地、森林、

水等の未利用資源を開発すること。

三 農林水産業の生産性の向上、農業生産の基盤及び林業生産基盤の整備及び保全、

農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の

加工業及び販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能

エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進等を図ることにより、産業を振興し、

併せて安定的な雇用を増大すること。

四 砂防設備、保安林、地すべり防止施設その他の国土保全施設の整備及び防災体制

、 、 、 、 。の強化等を図ることにより 水害 風害 雪害 林野火災等の災害を防除すること

、 、 、 、 、五 学校 診療所 公民館等の教育 厚生及び文化に関する施設の整備 医療の確保

介護サービス及び障害福祉サービスの確保、高齢者及び児童の福祉その他の福祉の

増進、子育て環境の確保、教育環境の整備、集落の整備、生活改善、労働条件の改

善等を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。

六 山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、

地域社会の担い手となる人材の育成等を図ることにより、多様な人材を確保し及び

育成すること。

（国の責務）

第四条 国は、基本理念にのっとり、前条の目標を達成するため、山村の振興のために

必要な施策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。

２ 国は、山村の振興のために必要な事業の実施に関し、国の負担又は補助に係る事業

に対する負担又は補助についての条件の改善、地方公共団体の財源の確保、資金の融

通の適正円滑化その他財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう配慮するととも

に、国有林野の積極的活用その他適切な施策の確立及び拡充に努めなければならな

い。

（地方公共団体の責務）

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、第三条の目標を達成するため、その地

域の特性に応じて、山村の振興のために必要な事業が円滑に実施されるように努めな
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ければならない。

２ 都道府県は、山村の振興のため、市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの

市町村に対する必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。

（調査）

第六条 政府は、振興山村の指定及び振興山村の振興に関する基本的な指針の勧告のた

め必要な調査を行わなければならない。

２ 前項の調査は、予算の範囲内において、振興の緊要度が高いと認められる山村から

順次行うものとする。

（振興山村の指定）

、 、 、 、第七条 主務大臣は 都道府県知事の申請に基づき 関係行政機関の長に協議し かつ

国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興

を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。

２ 都道府県知事は、振興山村の指定を受けようとするときは、当該山村の区域を管轄

する市町村長に協議し、政令で定めるところにより、主務大臣に申請書を提出しなけ

ればならない。

３ 第一項の規定による振興山村の指定は、前条第一項の規定により行う調査の結果に

基づいてしなければならない。

４ 主務大臣は、第一項の規定により振興山村の指定をするときは、その旨及び当該振

興山村の区域を官報で公示しなければならない。

（山村振興基本方針）

第七条の二 都道府県は、当該都道府県における振興山村の振興に関する基本方針（以

下「山村振興基本方針」という ）を定めることができる。。

２ 山村振興基本方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一 振興山村の振興の意義及び方向に関する事項

二 交通通信体系の整備に関する基本的な事項

二の二 山村におけるデジタル社会の形成の促進のための施策に関する基本的な事項

三 農林水産業の生産性の向上、農業生産基盤の整備及び林業生産基盤の整備及び保

全、農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産

物の加工業及び販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生

可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進等産業の振興のための施策に関す

る基本的な事項

三の二 防災体制の強化のための施策に関する基本的な事項

四 医療の確保、介護サービス及び障害福祉サービスの確保高齢者及び児童の福祉そ

の他の福祉の増進、子育て環境の確保、教育環境の整備、生活改善、労働条件の改

善等のための施策に関する基本的な事項

五 施設及び集落の整備に関する基本的な事項

六 山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、

地域社会の担い手となる人材の育成等のための施策に関する基本的な事項
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３ 山村振興基本方針は、国土形成計画法（昭和二十五年法律第二百五号）の規定によ

る国土形成計画その他法令の規定による地域振興に関する計画並びに災害対策基本法

(昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条八号に防災基本計画、強くしなやかな国民

生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第

九十五号）第十条第一項に規定する掲げる国土強靱化基本計画及び水循環基本法(平成

二十六年法律第十六号)第十三条第一項に規定する水循環基本計画との調和について適

切な考慮が払われたものでなければならない。

４ 都道府県は、山村振興基本方針を作成するに当たっては、振興山村を広域的な経済

社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。

５ 都道府県は、山村振興基本方針を定めたときは、直ちに、主務大臣にこれを提出し

なければならない。

６ 主務大臣は、前項の規定により山村振興基本方針の提出があつた場合においては、

直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

７ 前二項の規定は、山村振興基本方針の変更について準用する。

（山村振興計画）

第八条 第七条第一項の規定により振興山村の指定があつたときは、当該振興山村の区

域を管轄する市町村（以下「振興山村市町村」という ）は、山村振興基本方針に基。

づき、当該振興山村に係る山村振興に関する計画（以下「山村振興計画」という ）。

を作成することができる。この場合においては、あらかじめ、都道府県に協議し、そ

の同意を得なければならない。

２ 山村振興計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一 振興の基本方針

二 交通体系の整備に関する事項

二の二 山村におけるデジタル社会の形成の促進のための施策に関する事項

三 農林水産業の生産性の向上、農業生産基盤及び林業生産基盤の整備及び保全、農

業経営及び経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業

及び農林水産物等販売業（振興山村において生産された農林水産物又は当該農林水

産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において

主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下同じ ）の導入、。

地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木

材の利用の促進等産業の振興のための施策に関する事項

三の二 防災体制の強化のための施策に関する事項

四 医療の確保、介護サービス及び障害者福祉サービスの確保、高齢者及び児童の福

祉その他の福祉の増進、子育て環境の確保、教育環境の整備、生活改善、労働条件

の改善等のための施策に関する事項

五 施設及び集落の整備に関する事項

六 山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、

地域社会の担い手となる人材の育成等のための施策に関する事項
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３ 山村振興計画には、前項第三号に掲げる事項に関し、当該振興山村の区域の特性に

応じた農林水産業の振興、商工業の振興、観光の振興その他の産業の振興のための施

策の促進に関する事項（以下「産業振興施策促進事項」という ）を記載することが。

できる。

４ 産業振興施策促進事項は、次に掲げる事項を定めるものとする。

（ 「 」 。）一 産業の振興のための施策を促進する区域 以下 産業振興施策促進区域 という

二 地域資源を活用する製造業（振興山村において生産されたものを原料又は材料と

する製造又は加工の事業をいう 、農林水産物等販売業その他の当該産業振興施策。）

促進区域において振興すべき業種

三 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項

四 産業の振興のための施策の促進に係る期間

５ 前項各号に掲げるもののほか、山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載する場

合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

一 産業振興施策促進事項の目標

二 その他主務省令で定める事項

６ 第四項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

一 森林資源活用型地域活性化事業（産業振興施策促進区域において、林業者若しく

は木材製造業を営む者（林業若しくは木材製造業を営もうとする者又は林業若しく

は木材製造業を営む法人を設立しようとする者を含む ）又はこれらの者の組織す。

る団体が、未利用又は利用の程度の低い森林資源を活用することにより、産業振興

施策促進区域における産業の振興を図る事業をいう。以下この条及び第八条の六に

おいて同じ ）に関する事項。

二 補助金等交付財産活用事業（補助金等交付財産（補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第二十二条に規定する財産をい

う ）を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等（同法第二条第一項に規定す。

る補助金等をいう ）の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付。

け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第八条の七において同じ ）に。

関する事項

７ 振興山村市町村は、山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載しようとするとき

は、当該産業振興施策促進事項について、あらかじめ、主務省令で定めるところによ

り、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

８ 振興山村市町村は、山村振興計画に産業振興施策促進事項として第四項第三号に掲

げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようと

する者の同意を得なければならない。

９ 次に掲げる者は、振興山村市町村に対して、第一項の同意を得た当該振興山村市町

村の山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載することを提案することができる。

この場合においては、当該山村振興計画に即して、当該提案に係る産業振興施策促進

事項の素案を作成して、これを提示しなければならない。
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一 当該提案に係る産業振興施策促進事項として記載しようとする第四項第三号に規

定する事業を実施しようとする者

二 前号に掲げる者のほか、同号の産業振興施策促進事項に関し密接な関係を有する

者

１０ 前項の規定による提案を受けた振興山村市町村は、当該提案に基づき山村振興計

画に産業振興施策促進事項を記載するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者

に通知しなければならない。この場合において、産業振興施策促進事項を記載しない

こととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

１１ 主務大臣は、第七項の規定による協議があつた場合において、産業振興施策促進

事項が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の同意をするものとする。

一 山村振興基本方針に適合するものであること。

二 産業振興施策促進事項の実施が産業振興施策促進区域における産業の振興及び雇

用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。

三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

四 森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した産業振興施策促進事項に

ついては、当該森林資源活用型地域活性化事業を実施しようとする者の当該森林資

源活用型地域活性化事業に係る次に掲げる事項が記載されており、かつ、その事項

が当該森林資源活用型地域活性化事業を確実に遂行するため適切なものであると認

められること。

イ 森林資源活用型地域活性化事業の目標

ロ 森林資源活用型地域活性化事業の内容及び実施期間

ハ 森林資源活用型地域活性化事業の用に供する施設を整備しようとする場合にあ

っては、当該施設の種類及び規模

ニ 森林資源活用型地域活性化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達

方法

１２ 主務大臣は、山村振興計画に産業振興施策促進事項として第六項各号に掲げる事

項が記載されている場合において、第七項の同意をしようとするときは、当該事項に

係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。

１３ 主務大臣は、産業振興施策促進事項について第七項の同意をしたときは、遅滞な

く、その旨を公示しなければならない。

１４ 振興山村市町村は、山村振興計画を定めたときは、直ちに、主務大臣にこれを提

出しなければならない。

１５ 主務大臣は、前項の規定により山村振興計画の提出があつた場合においては、直

ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、

関係行政機関の長は、当該山村振興計画（産業振興施策促進事項に係る部分を除く ）。

についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。

（国等の援助）

第八条の二 国及び都道府県は、振興山村市町村に対し、山村振興計画の作成に関し必
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要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

（山村振興計画の変更）

第八条の三 振興山村市町村は、第八条第一項の同意を得た山村振興計画の変更（主務

省令で定める軽微な変更を除く ）をしようとするときは、都道府県に協議し、その。

同意を得なければならない。

２ 第八条第十四項及び第十五項の規定は、前項の山村振興計画の変更について準用す

る。

３ 第一項の場合において、当該変更が第八条第七項の同意を得た産業振興施策促進事

項の変更（主務省令で定める軽微な変更を除く ）を含むものであるときは、振興山。

村市町村は、当該産業振興施策促進事項の変更について、あらかじめ、主務大臣に協

議し、その同意を得なければならない。

４ 第八条第八項から第十三項までの規定は、前項の産業振興施策促進事項の変更につ

いて準用する。

（報告の徴収）

、 、第八条の四 主務大臣は 第八条第七項の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され

かつ、同条第一項の同意を得た山村振興計画に係る振興山村市町村（以下「特定振興

山村市町村」という ）に対し、産業振興施策促進事項（産業振興施策促進事項の変。

更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ ）の実施の状況について報告を求。

めることができる。

２ 第八条第十二項に規定する関係行政機関の長は、特定振興山村市町村の山村振興計

画に同条第六項各号に掲げる事項が記載されている場合には、当該特定振興山村市町

、 。村に対し 同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる

（措置の要求）

第八条の五 主務大臣又は第八条第十二項に規定する関係行政機関の長は、特定振興山

村市町村の山村振興計画に同条第六項各号に掲げる事項が記載されている場合におい

て、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、当該特

定振興山村市町村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めるこ

とができる。

２ 主務大臣は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進事

項が第八条第十一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定振

興山村市町村に対し、当該産業振興施策促進事項の変更その他の必要な措置を講ずる

ことを求めることができる。

（林業・木材産業改善資金助成法の特例）

第八条の六 振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に森林資源活用型地

域活性化事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項

の同意（第八条の三第一項及び第三項の変更の同意を含む。次条において同じ ）を。

得たときは、林業・木材産業改善資金助成法（昭和五十一年法律第四十二号）第二条

第一項の林業・木材産業改善資金であって、当該森林資源活用型地域活性化事業を実
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施しようとする者が当該森林資源活用型地域活性化事業を実施するのに必要なものの

償還期間（据置期間を含む ）については、同法第五条第一項の規定にかかわらず、。

十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

２ 前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第二項の

規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例）

第八条の七 振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産

活用事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項の同

意を得たときは、同条第一項の同意の日（補助金等交付財産活用事業に関する事項の

変更を含む山村振興計画の変更の場合にあっては、第八条の三第一項の変更の同意の

日）において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定す

る各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

（農地法等による処分についての配慮）

第八条の八 国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、特定振興山村市町村の山村振

興計画に記載された産業振興施策促進区域内の土地を当該山村振興計画の産業振興施

策促進事項に記載された事業の用に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十

九号）その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該産業振

興施策促進区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適

切な配慮をするものとする。

（中小企業者に対する配慮）

第八条の九 国及び地方公共団体は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された

産業振興施策促進区域において、中小企業者（中小企業基本法（昭和三十八年法律第

百五十四号）第二条第一項に規定する中小企業者をいう ）が当該山村振興計画の産。

業振興施策促進事項に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必

要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。

（山村振興指針の勧告）

第九条 主務大臣は、山村振興基本方針の作成に関し必要があると認めるときは、関係

行政機関の長に協議し、第三条の目標を達成するための当該都道府県における振興山

村の振興に関する基本的な指針を定め、これを都道府県に勧告することができる。

２ 第七条第三項の規定は、前項の基本的な指針の勧告について準用する。

（山村振興計画に基づく事業の助成等）

第十条 国は、山村振興計画に基づく事業が円滑に実施されるように、関係地方公共団

体の財政事情等につき配慮して、助成その他必要な措置を講じなければならない。

２ 国は、山村振興計画に基づく事業のうち、農林水産物等販売業の導入、地域資源の

活用による特産物の生産の育成、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保等による

産業の振興に係る取組を推進する事業が効果的かつ安定的に実施されるよう、当該事

業に主体的かつ積極的に取り組む振興山村市町村その他の者に対し、その実施に要す

る費用に対する助成その他の必要な措置を講ずるものとする。
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３ 国は、振興山村のうち自然的、経済的、社会的諸条件に特に恵まれず、かつ、産業

基盤及び生活環境の整備の程度が著しく低いため振興の緊要度が高い振興山村に係る

山村振興計画に基づく事業であって当該振興山村の振興のために特に重要と認められ

るものについては、その円滑な実施が促進されるよう配慮するものとする。

（地方債についての配慮）

第十条の二 地方公共団体が山村振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるた

めに起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体

の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

（基幹道路の整備）

第十一条 振興山村における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、

林道及び漁港関連道（振興山村とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市

町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む ）で政令で定める関係行。

政機関の長がその整備を図ることが特に緊要であると認めて指定するもの（以下この

条において「基幹道路」という ）の新設及び改築については、他の法令の規定にか。

かわらず、山村振興基本方針及び山村振興計画に基づいて、都道府県が行うことがで

きる。

２ 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政

令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者（道路法（昭和二十七年法律第

百八十号）第十八条第一項に規定する道路管理者をいう ）に代わってその権限を行。

うものとする。

３ 第一項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設及び改築に係る事業（以下この

条において「基幹道路整備事業」という ）に要する経費については、当該都道府県。

が負担する。

４ 基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都

道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。

５ 第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域

の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律（昭和三十六年法律

第百十二号。以下この条において「負担特例法」という ）第二条第一項に規定する。

適用団体である場合においては、基幹道路整備事業（北海道及び奄美群島の区域にお

ける基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合（以下

この条において「国の負担割合」という ）がこれらの区域以外の区域における当該。

事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く ）。

を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。

６ 北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対す

る国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経

費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基

幹道路整備事業に要する経費を負担する道県が負担特例法第二条第一項に規定する適

用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる
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国の負担割合を超えるものにあつては第一号に掲げる国の負担割合により算定した額

に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超え

ないものにあつては第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負

担し、又は補助するものとする。

一 北海道及び奄美群島の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する

事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における当該基幹道路

整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二

項の規定により算定した国の負担割合

二 北海道及び奄美群島の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国

の負担割合

第十二条から第十六条まで 削除

（株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け）

第十七条 株式会社日本政策金融公庫は、振興山村において農業（畜産業を含む 、林。）

業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人

が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための

計画であって農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた

ものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

(地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保）

第十七条の二 国及び地方公共団体は、振興山村における住民の自立した日常生活及び

社会生活の確保並びに利便性の向上、振興山村住民の交流及び振興山村とその他の地

域との交流の促進を図るため、地域旅客運送サービスの持続可能な提供及び物資の流

通の確保について適切な配慮をするものとする。

（情報の流通の円滑化等）

第十八条 国及び地方公共団体は、振興山村における情報通信技術の利用の機会の他の

地域との格差の是正 住民の生活の利便性の向上、農林水産業その他の産業の振興、、

地域公共交通の活性化及び再生、物流の確保、医療及び教育の充実、都市等との地域

間交流を促進等を図るとともに、振興山村におけるデジタル化社会の形成に資するよ

う、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及び先

端的な情報通信技術の活用の推進について適切な配慮をするものとする。

(農林水産業その他の産業の振興)

第十八条の二 国及び地方公共団体は、振興山村の特性に即した農林水産業の振興を図

るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに生産、流通及び消費の増進並びに

観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

２ 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、振興山村の特性に即した産業の

振興を図るため、生産生の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を

志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適

切な配慮をするものとする。



- 14 -

（森林の整備及び保全の推進等）

第十八条の三 国及び地方公共団体は、振興山村における森林の適正な整備及び保全の

推進等により山村の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、地域の特性に応じ

た造林、保育及び伐採の計画的な推進並びに森林病害虫の駆除及びそのまん延防止並

びに建築物等における木材の利用の促進について適切な配慮をするものとする。

（再生可能エネルギーの利用の推進）

第十八条の四 国及び地方公共団体は、振興山村において、その自然的特性を生かした

エネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的か

つ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要

であることに鑑み、再生可能エネルギーの利用の推進について適切な配慮をするもの

とする。

２ 国及び地方公共団体は、前項の再生可能エネルギーの利用の推進に当たっては、そ

の利用が地域経済の発展に寄与することとなるよう適切な配慮をするものとする。

(就業の促進）

第十八条の五 国及び地方公共団体は、振興山村の住民及び振興山村への移住又は振興

山村における定住若しくは特定居住をしようとする者の振興山村における就業の促進

を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上(高齢者を

をするものとする。対象とするものを含む ）のための施策の充実について適切な配慮。

(防災に関する施策の推進）

第十八条の六 国及び地方公共団体は、山村が厳しい自然条件の下にあること及び国土

強靱化(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化

基本法第一条の国土強靱化をいう ）の観点を踏まえ、災害を防止し及び軽減するた。

め、並びに災害が発生した場合において住民が孤立し、及び地域経済の運営が著しく

阻害されることを防止するため、振興山村において、次に掲げる施策の推進及びその

実効性の確保について適切な配慮をするものとする。

一 道路等の交通施設、水道、下水道等の供給施設及び処理施設、国土保全施設、避

難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人口衛星を利用した通信設備その他の防災

に関する施設及び設備の整備

二 防災上必要な教育及び訓練の実施

三 被災者の救難、救助その他の保護、施設及び設備の応急の復旧、緊急輸送の確保

その他の災害応急対策並びに災害復旧を迅速かつ的確に実施するための体制の整備

及び関係行政機関の連携強化

(感染症が発生した場合における住民の生活の安定等）

第十八条の七 国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすお

それがある感染症が発生した場合においても、振興山村の住民が他の地域の住民とで

きる限り同様の生活の安定及び福祉の向上に係るサービスが享受できるよう適切な配

慮をするものとする。



- 15 -

（医療の確保）

第十九条 国及び地方公共団体は、振興山村における医療を確保するため、無医地区に

関し 診療所の設置 定期的な巡回診療 保健師の配置 振興山村に係る遠隔医療 振、 、 、 、 （

興山村の住民等又は医療機関等と当該振興山村の区域内又は区域外の医療機関等との

間で高度情報通信ネットワーク及び情報通信機器を用いて行われる医療をいう。次項

において同じ ）の実施及びそのため施設の設置、医療機関の協力体制（救急医療用。

の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を

行う体制を含む。同項において同じ ）の整備等の事業が実施されるよう努めなけれ。

ばならない。

２ 国及び地方公共団体は、振興山村の無医地区以外の地区において医療の提供に支障

が生じている場合には、必要な医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師の確

保、定期的な巡回診療、保健師の配置、振興山村に係る遠隔医療の実施、医療機関の

協力体制の整備等により当該地区のおける医療の充実が図られるよう適切な配慮をす

るものとする。

（介護給付等対象サービス等及び障害福祉サービス等の確保等）

第十九条の二 国及び地方公共団体は、振興山村における介護保険法（平成九年法律第

百二十三号 第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法 昭） （

和三十八年法律第百三十三号）に基づく福祉サービス（以下この項において「介護給

付等対象サービス等」という ）の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービ。

ス等に従事する者の確保及び当該者の負担の軽減に資する機器等の導入、介護施設の

整備並びに提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮を

するものとする。

２ 国及び地方公共団体は、振興山村における障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第一項に規定する障害

福祉サービス及び同条第十九項に規定する相談支援並びに児童福祉法（昭和二十二年

法律第百六十四号）第三十三条の十九第一項に規定する障害児通所支援等（以下この

項において「障害福祉サービス等」という ）の確保及び充実を図るため、障害福祉。

サービス等に従事する者の確保、障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等の整

備及び提供される障害福祉サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものと

する。

（高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備等）

第二十条 国及び地方公共団体は、振興山村における高齢者の福祉の増進を図るため、

。高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする

１ 国及び地方公共団体は、振興山村における児童の福祉の増進及び子育て環境の確保

を図るため、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設（前条第二項に規定す

る障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等に該当するものを除く ）の整備等。

について適切な配慮をするものとする。
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(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)

、 、第二十条の二 国及び地方公共団体は 振興山村と他の地域との間の保健医療サービス

介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、振興山

村における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な

配慮をするものとする。

（地域文化の振興等）

第二十一条 国及び地方公共団体は、山村において伝承されてきた建造物その他の文化

的所産及び演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産、山村における年中行事

等に関する風俗慣習、民族芸能等、山村における城跡その他の遺跡並びに山村の風土

等により形成されてきた景観地の保存及び活用並びにこれらの担い手の育成について

適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、山村における文化の振興について適切

な配慮をするものとする。

(鳥獣被害の防止等）

第二十一条の二 国及び地方公共団体は、振興山村における住民の安全の確保その他の

生活環境の保全、農林水産業の振興等を図るため、鳥獣の捕獲、防護柵の設置等によ

る鳥獣による被害の防止並びにこれらに寄与する人材の育成及び確保について適切な

配慮をするものとする。

２ 国及び地方公共団体は、捕獲した鳥獣を地域における資源として有効に活用できる

よう、その食品等としての利用の促進について配慮するものとする。

（教育環境の整備）

第二十一条の三 国及び地方公共団体は、振興山村に居住する子どもの就学に係る負担

の軽減に資するよう、通学に対する支援を行う等山村における教育環境の整備につい

て適切な配慮をするものとする。

２ 国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、振興山村の区

域内外に居住する子どもが、豊かな自然環境や伝統文化等を有する山村の特性を生か

した教育を受けられるよう、適切な配慮をするものとする。

(移住等の促進に資する生活環境の整備）

第二十一条の四 国及び地方公共団体は、振興山村への移住並びに振興山村における定

住及び特定居住並びに振興山村における持続可能な地域社会の維持及び形成の促進に

資するため、住宅等の整備(空家の活用によるものを含む 、水の確保、汚水及び廃。）

棄物の処理、振興山村において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確

保に資する地域的な共同活動への支援その他の快適な生活環境の確保を図るための施

策の充実につて適切な配慮をするものとする。

(移住又は特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進）

第二十一条の五 国及び地方公共団体は、振興山村への移住及び振興山村に「おける特

定居住の促進を図るため、振興山村への移住又は振興山村における特定居住をしよう

とする者への情報の提供、便宜の供与その他の振興山村への移住又は振興山村におけ

る特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進につて適切な配慮をするものとす



- 17 -

る。

(都市と山村の交流の促進等）

第二十一条の六 国及び地方公共団体は、山村における森林及び農林水産業、山村の有

する多面的機能等を含めた山村に対する国民の理解と関心が深まるよう努めるととも

に、健康的でゆとりのある生活に資するため余暇を利用した山村への滞在の機会を提

供する事業活動の促進その他の都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育

のための森林の利用の促進等について適切な配慮をするものとする。

(地域社会の担い手となる人材の育成等）

第二十一条の七 国及び地方公共団体は、振興山村における創意工夫を生かしつつ山村

の自立的かつ持続的な発展が図られるよう、地域社会の担い手となる人材の育成並び

に年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促

進法(平成十七年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)

、特定地域づくり事業の協同組合(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事

業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号）第二条第三項に規定する特定地域づ

くり事業の協同組合をいう 、事業者その他の山村との関わりを持つ者との間の緊密。）

な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。

（自然環境の保全及び再生）

第二十一条の八 国及び地方公共団体は、振興山村における自然環境の保全及び再生(自

然景観の保全を含む ）に資するための措置について適切な配慮をするものとする。。

(規制の見直し）

第二十一条の九 国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じてその全部又

は一部の区域が振興山村である地方公共団体から提案があったときは、山村の振興を

図るため、 振興山村の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、当

該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとする。

（国土審議会の調査審議等）

第二十二条 国土審議会は、主務大臣又は主務大臣以外の関係各大臣の諮問に応じ、こ

の法律の施行に関する重要事項を調査審議する。

２ 国土審議会は、前項に規定する事項に関し国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水

産大臣又はこれらの大臣以外の関係各大臣に意見を述べることができる。

（主務大臣等）

第二十三条 この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣

とする。

２ この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

附 則 抄

１ この法律は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、附則第二項の改正規定及

び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

２ この法律は、令和十七年三月三十一日限りその効力を失う。


